
府高「集いあい」援助金 規定 

 

京都府立高等学校教職員組合 

 

（１）退職組合員を励ます会 

○ 年度末のブロック毎の「退職組合員を励ます会」については、退職組合員の参加一人について 

3000円を補助します。 
 

○ 他の参加者の補助については、分会・ブロック等の還元金を活用して下さい。 

 

（２）日常の取組について 

○ 申請は、取り組みを行った会計年度内で交付します。 
 

○ 分会会議、機関会議は除外します。 
 

○ 分会・ブロック、近くの職場同士、専門部・委員会などで行う親睦や交流、打ち合わせ、学習など

の取組に援助します。 
 

○ リモートや SNS利用での取組についても申請にもとづき援助します。 

 

（３）交付金と交付額について 

○ 1回分では、参加者一人につき、1,000円、合計 10,000円を限度とします。ただし、リモートや

SNSを利用した場合はかかった経費にもとづき援助します。 
 

○ 報告書（別紙）により、取組内容の報告を行い、援助金は報告書が了解された時点で、すぐに、

お支払いします。領収書は必要ありません。 

 

（４）その他 

○ 希望がありましたら、「集いあい」の学習会での報告者を府高本部が調整、手配して、派遣する

こともできます。 
 

○ 「集いあい」援助金の予算総額が超過した場合は、全体財政の状況を踏まえ、機関会議で協議

します。 
 

○ 京教済の「集いあい促進費」（ブロック、専門部への活動補助、府高の昨年度実績、障教部バド

ミントン大会、障教部新歓、中丹舞鶴ブロック「センセのがっこ」など）との併用はできません。 
 

○ 分会、ブロック、専門部が行う自主的な教育研究活動に係わる経費（会場費、講師料等）の補助

については、これまで通り、「府立学校主任手当拠出基金」からも執行できます。 

 

 

2020年 4月 1日 施行 

2021年 4月 1日 一部改定 

2022年 4月 1日 一部改定 

 

以上 

 



申請日    年  月  日 

 

「集いあい」の取組報告書 
 

       分会     (                  )分会 

      ブロック （         ） 

      専門部  （         ）部 

      委員会  （         ）会          申請者名（            ） 

 

      ■次の内容で、「集いあい」を実施しましたので報告します。 

① 開催日       年    月      日 （      ） 

② 開催場所 

③ とりくみの内容 

＊名称があれば、お書き下さい。 「                                   」 

＊参加人数  （          ）人    内、組合員以外の参加があれば、（    ）人  

＊リモート、SNSなどでの参加人数  （          ）人  

＊内容（具体的に記入ください） 

 

 

 

 

      ＊参加者の声、まとめなどがあれば、お書き下さい。 

 

 

 

 

 

 

（ 領収書は必要ありませんが、分会ニュースなどがあれば、添付して下さい。 ） 

府高FAX  075-751-1645    府高メール honbu@kyoto-fuko.com 


